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質 問 順 位 第 ３ 番

武豊町議会議長 石原 壽朗 殿

武豊町議会議員 石川 義治

一 般 質 問 の 通 告 に つ い て
令和３年第４回武豊町議会定例会において、次のように質問したいから通告します。

質 問 事 項 質問の要旨(具体的にご記入願います)

1.武豊町ネーミ

ングライツ事業

について

【趣旨説明】

ネーミングライツ（命名権）とは、施設や構造物の名前について、企業

や団体が、広報宣伝を目的として料金を払い、企業名や商品名を冠した名

前を命名することです。平成２６年６月議会において財産活用による歳

入確保の中で、ネーミングライツの導入に関する質問をさせていただい

た。当時の質問中で、建設が計画されている地域交流センターや屋内温水

プールのネーミングライツを導入してはどうかと、質問させていただい

た。

ネットを紐解くと、近隣市町で、大府市では「愛三文化会館（ネーミン

グライツ料 100 万円／年、契約期間１０年）」を始め６施設、知多市では

「ベティの家旭公園（ネーミングライツ料 100 万円 契約期間５年）をは

じめ３施設、東部知多衛生組合では「住友重機温水プール（ネーミングラ

イツ料 80 万円、契約期間３年）」が命名されていました。両市では文化会

館、体育館、歩道橋、防災学習センター、運動公園、プールなどの施設が

命名され、ネーミングライツ料や契約期間も、様々でした。

武豊町では、本年５月６日より、６月３０日まで、来年４月オープンす

る武豊町屋内温水プールのネーミングライツパートナーの募集をしまし

た。ネーミングライツ料は 50 万円以上／年で契約期間は５年です。結果

は８月行政報告会にて、まだプールが建設中であり、残念ながら申込者は

なかったとの報告をいただいた。

募集結果を真摯に受け止め、今後につなげることが重要であることは

言うまでもありません。企業側へのアンケートはもとより、町自ら施設別

の利用者数、露出度、性格により、適切なネーミングライツ料や契約期間

を再検討することも重要であると考えます。

本町では、今後、臨海部企業の税収増加が見込まれているが、機会損失

をすることなく、使える財産を活用することは、より一層の歳入確保につ

ながるものであり、今後もネーミングライツ事業を進めていっていただ

きたいと考え、質問する。

【質問事項】

①武豊町がネーミングライツ事業をはじめることになった理由は。

②武豊町屋内温水プール ネーミングパートナー募集に応募がなかった

理由は、どのように考えているのか。

③次年度も屋内温水プールで同じ条件で募集をされるのか。

④町内のほかの施設のネーミングライツ事業についての考えは、現在あ

るのか。



２.武豊町消防

団第１南分団詰

所の移転計画に

ついて

【趣旨説明】

１１月行政報告会で、武豊町消防団第１南分団詰所の移転計画につい

て、説明をいただいた。

報告会では、これまでの経緯として、詰所が住宅の中にあること等も

あり、住民の方から騒音などの苦情が寄せられ、移転先候補地を探すも、

折り合いがつかず現在まできている。半田消防署武豊支署が、令和５年

４月より中央公園の南西側に移転し、支署と詰所の距離がより近づくこ

ととなり、消防力の分散が課題となった。消防団長を始め関係者と協議

した結果、移転先を武豊町原田浄化センター跡地とし、詰所の移転計画

を進めると報告があった。

計画が表明されると、住民から移転計画への意見を多数いただいた。

一例をあげると、火災発生で、団員が多く在住・勤務している地域から、

詰所建設予定地まで行き、消防車に乗って火災発生地域に向かうのに、

今までよりかなり時間がかかるが、大丈夫なのか。消防団と支署は基本

的に業務が違うと思うが、消防力の分散を考えるなら、消防団詰所の位

置で、人口を勘案して位置を決めたほうが良いのではないか。これまで

の大規模災害時には、消防団の力が重要であると示されてきたが、本当

にその位置が適切かなどです。

地域の安全・安心は地域住民には大変気になるところであり、消防団

の詰所の移転も同様であると考えます。今一度、当局の消防団への考え

をしっかり明示していただき、第１南分団の詰所移転計画を、幅広く住

民に理解していただきたく、質問する。

【質問事項】

①武豊町において、現在の消防団の活動で特に重要と考えているものは

何か。

②第１南分団の詰所を移転するにあたり、どのようなことを重点に移転

先を決定されたのか。

③移転計画は地元区・隣接企業への説明だけではなく、第１南分団エリ

アの住民はもとより、広く住民に周知し理解していただくことも必要で

あると考えるが、見解は。


